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※ 「独立行政法人が支出する会費の見直しについて（平成24年３月23日行政改革実行本部決定）」に基づくもので、年10万円未満の会費の支出を除く。

合計

【独立行政法人農畜産業振興機構】

令和７年度第３四半期における公益法人等への会費支出の状況

交付先法人名称 名目・趣旨
交付額

（単位：円）

支出先法人が定める会費一
口当たりの金額、もしくは
最低限の金額
（単位：円）

交付日等
（支出決定日）

支出の理由等

※


